
【合格者受験番号】

大２１１大２１２大２１６大２１８大２１９大２２７大２２８大２２９大２３０大２３１

大２３２大２３３大２３４大２３６大２３７大２４０大２４１大２４２大２４４大２４５

大２４６大２４８大２４９大２５０大２５１大２５２大２５３大２５５ 京７８ 京７９

京８６ 京８９ 京９０ 京９１ 京９２ 京９４ 京９６ 奈３８ 奈３９ 奈４０

滋３８ 滋３９ 滋４１ 滋４２ 滋４３ 滋４６ 兵１２３兵１２７兵１３０兵１３１

兵１３２兵１３３兵１３４兵１３５兵１３８兵１３９ 和２５

※受験番号は法令試験実施通知書に記載しております。

・１回目の法令試験に不合格となられた方には、再試験実施通知を郵送いたします。

・再試験に不合格となられた方には、不合格通知書を郵送いたします。

・点数及び採点状況のお問い合わせはご遠慮願います。

貨物自動車運送事業法令試験の実施結果について
（令和８年３月実施分）



問題１ 【貨物自動車運送事業法】（定義）

（　　　）

問題２ 【貨物自動車運送事業法】（運賃及び料金等の掲示等）

（　　　）

問題３ 【貨物自動車運送事業法】（公衆の利便を阻害する行為の禁止等）

（　　　）

問題４ 【貨物自動車運送事業法】（名義の利用等の禁止）

（　　　）

一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験問題
（注意事項：設問の文中には、一部省略しているものもあります。）

実施日　 　　　　令和8年3月11日　　　    　 

申請者名（法人名）　　　　　　　　　　　　　　　

受験者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅰ．次の問題の文章で正しいものには〇を、誤っているものには×を（　　　)内に記入しなさい。

この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車
（三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。）を使用して貨物を運送する事業であっ
て、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金（個人（事業として又は事業のために運送
契約の当事者となる場合におけるものを除く。）を対象とするものに限る。）、運送約款そ
の他国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所において公衆
に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交
通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続
して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに
応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公
衆の閲覧に供するよう努めなければならない。

一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結
果を生ずるような競争をしてはならない。

一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問
わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名におい
て経営させてはならない。



問題５ 【貨物自動車運送事業法】（事業の譲渡し及び譲受け等）

（　　　）

問題６ 【貨物自動車運送事業法】（事業の休止及び廃止）

（　　　）

問題７ 【貨物自動車運送事業法】（許可の取消し等）

（　　　）

問題８

（　　　）

問題９

（　　　）

一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣に届け出なければ、そ
の効力を生じない。

一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三
十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業法若しくは同法に
基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは道路運送法第八十三条若しくは第九十五
条の規定若しくは同法第八十四条第一項の規定による処分又は許可若しくは認可に付し
た条件に違反したときは、一年以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の
当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は貨物
自動車運送事業法第三条の許可を取り消すことができる。

【貨物自動車運送事業法】（荷主の責務）

荷主は、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業
を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。

【貨物自動車運送事業法施行規則】（事業の遂行能力の審査）

国土交通大臣は、貨物自動車運送事業法第三条の規定による許可の申請が同法第六
条第三号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に
関して審査するものとする。
一　一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するために必要な資金に関する計画
二　健康保険法等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の支払能力
三　貨物の運送に関し支払うことのある損害賠償の支払能力
四　一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するために必要な法令に関する知識
五　前各号に掲げるもののほか、事業を適確に、かつ、継続して遂行するために必要な
　　 能力に関する事項



問題１０
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（一般貨物自動車運送事業者等による
輸送の安全にかかわる情報の公表）

（　　　）

問題１１ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（点検等のための施設）

（　　　）

問題１２ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（点呼等）

（　　　）

問題１３ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（適正な取引の確保）

（　　　）

問題１４ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（運行管理者等の選任）

（　　　）

一般貨物自動車運送事業者等は、貨物自動車運送事業法第二十二条（同法第三十五
条第六項において準用する場合を含む。）、第二十七条又は第三十三条（同法第三十五
条第六項において準用する場合を含む。）の規定による処分（輸送の安全に係るものに
限る。）を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置
及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表し
なければならない。

貨物自動車運送事業者は、主たる事務所に、事業用自動車の点検及び清掃のための施
設を設けなければならない。

貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器（呼気に含まれるアルコールを検知する機
器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。）を運転者ごとに備え、
常時有効に保持するとともに、対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するも
のとして国土交通大臣が定める方法により、酒気帯びの有無について確認を行う場合に
は、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者のアルコール検知器を用いて
行わなければならない。

一般貨物自動車運送事業者等は、運送条件が明確でない運送の引受け、運送の直前若
しくは開始以降の運送条件の変更、荷主の都合による集貨地点等における待機又は運
送契約によらない附帯業務の実施に起因する運転者の過労運転又は過積載による運送
その他の輸送の安全を阻害する行為を防止するため、荷主と密接に連絡し、及び協力し
て、適正な取引の確保に努めなければならない。

一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車（被けん引自動車を除く。以下この項に
おいて同じ。）の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自
動車の数を五十で除して得た数（その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てる
ものとする。）に一を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。ただ
し、五両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が当該
事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行
の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、この限りでない。



問題１５ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（運行管理規程）

（　　　）

問題１６ 【自動車事故報告規則】（報告書の提出）

（　　　）

問題１７ 【道路運送法】（自動車に関する表示）

（　　　）

問題１８ 【道路交通法】（交通事故の場合の措置）

（　　　）

問題１９ 【道路交通法】（使用者に対する通知）

（　　　）

一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選
任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行
の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程を定めることができる。

旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者、特定第二種貨物利用運送事業者及
び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法第五十条に規定する運行管理者を選
任しなければならない自家用自動車の使用者は、その使用する自動車（自家用自動車
（自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。）にあつては、軽自動車、小型特殊自動
車及び二輪の小型自動車を除く。）について、自動車事故報告規則第二条各号の事故が
あった場合には、当該事故があった日から三十日以内に、当該事故ごとに自動車事故報
告書三通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

自動車（軽自動車たる自家用自動車、乗車定員十人以下の乗用の自家用自動車、特殊
自動車たる自家用自動車その他国土交通省令で定めるものを除く。）を所有する者は、
その自動車の外側に、使用者の氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事
項を見やすいように表示しなければならない。

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直
ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な
措置を講じなければならない。

車両等の運転者が道路交通法若しくは道路交通法に基づく命令の規定又は道路交通法
の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使
用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府令で定め
るところにより、当該車両等の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨
物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の
規定による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対
し、当該車両等の使用者がこれらの事業者以外の者であるときは当該車両等の使用者
に対し、当該違反の内容を通知するものとする。



問題２０ 【労働基準法】（解雇の予告）

（　　　）

問題２１
【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】
（貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等）

（　　　）

問題２２ 【労働安全衛生法】（健康診断）

（　　　）

問題２３ 【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律】

（　　　）

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をし
なければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払
わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不
可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、こ
の限りでない。

使用者は、貨物自動車運送事業（貨物自動車運送事業法第二条第一項の貨物自動車
運送事業をいう。）に従事する自動車運転者を使用する場合は、一日についての拘束時
間は、十三時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束
時間は十六時間とすること。ただし、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係
る一週間における運行が全て長距離貨物運送（一の運行（自動車運転者が所属する事
業場を出発してから当該事業場に帰着するまでをいう。）の走行距離が四百五十キロメー
トル以上の貨物運送をいう。）であり、かつ、一の運行における休息期間が、当該自動車
運転者の住所地以外の場所におけるものである場合においては、当該一週間について
二回に限り最大拘束時間を十八時間とすることができる。

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行
わなければならない。

この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力
の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当
な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争
を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準
を高め、以て、事業者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促
進することを目的とする。



問題２４ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行管理者の講習)

ア．死者若しくは重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号又は
　　第三号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした事
　　業用自動車の運行を管理する営業所又は貨物自動車運送事業法第三十
　　三条(同法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に
    よる処分(輸送の安全に係るものに限る。)の原因となった違反行為が行
    われた営業所において選任している者

（　　　）

イ．運行管理者として新たに選任した者 （　　　）
ウ．現にその法人の業務を執行する役員 （　　　）

問題２５ 【貨物自動車運送事業法】(事業改善の命令)

ア．運送約款を変更すること。 （　　　）

イ．自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること。 （　　　）

ウ．荷主との取引を停止すること。 （　　　）

問題２６ 【貨物自動車運送事業法施行規則】(運送約款の記載事項)

ア．貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 （　　　）

イ．積込み及び取卸しに関する事項 （　　　）

ウ．受取、引渡し及び保管に関する事項 （　　　）

問題２７ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(事故の記録)

ア．運行管理者の氏名 （　　　）

イ．事故の概要（損害の程度を含む。） （　　　）

ウ．再発防止対策 （　　　）

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、記録し、その
記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければなら
ないが、次のア～ウについて、記録する事項について、正しい事項には○を、誤っている
事項には×を(　)内に記入しなさい。

一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければ
ならないが、次のア～ウについて、運送約款に記載しなければならない事項として、正し
い事項には○を、誤っている事項には×を(　)内に記入しなさい。

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため
必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し事業改善を命ずることが
できるが、次のア～ウについて、命ずることができる事項として、正しい事項には〇を、
誤っている事項には×を(　)内に記入しなさい。

一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、運行管理
者に国土交通大臣が告示で定める講習であって国土交通大臣の認定を受けたものを受
けさせなければならないが、次のア～ウについて、受けさせなければならない事項とし
て、正しい事項には○を、誤っている事項には×を(　)内に記入しなさい。

Ⅱ．次の問題の文章の指示に従って、質問に答えなさい。



問題２８ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（運行管理者の業務）

ア．定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、
　　 これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。

（　　　）

イ．事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離
　　 その他事業用自動車の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準
　　 を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をすること。

（　　　）

ウ．運転者等台帳を作成し、営業所に備え置くこと。 （　　　）

問題２９ 【貨物自動車運送事業報告規則】（事業報告書及び事業実績報告書）

１　事業報告書 （　　　）

２　事業実績報告書 （　　　）

問題３０ 【自動車事故報告規則】（定義）

ア． 運転者又は特定自動運行保安員の疾病により、事業用自動車の運行を
　　　継続することができなくなったもの

（　　　）

イ．高速自動車国道又は自動車専用道路において、二時間以上自動車の通
     行を禁止させたもの

（　　　）

ウ．自動車に積載されたコンテナが落下したもの （　　　）

自動車事故報告規則に定められている国土交通大臣への報告が必要な事故について、
次のア～ウのうち正しい事項には○を、誤っている事項には×を（　）内に記入しなさい。

次のア～ウについて、運行管理者の行わなければならない業務として、正しい事項には
○を、誤っている事項には×を（　）内に記入しなさい。

一般貨物自動車運送事業者は、次の１及び２の報告書を国土交通大臣又は主たる事務
所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならないが、その報告期間及び
提出時期をア～カから正しいものを1つ選び、（　）内に記入しなさい。

ア．毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後百日以内
イ．毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後毎年五月三十一日まで
ウ．毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後百二十日以内
エ．前年一月一日から前年十二月三十一日までの期間に係るものを毎年五月三十一日
     まで
オ．前年十月一日から九月三十日までの期間に係るものを毎年十二月三十一日まで
カ．前年四月一日から三月三十一日までの期間に係るものを毎年七月十日まで



問題１ 【貨物自動車運送事業法】（定義）

→（貨物自動車運送事業法第２条第２項）
（　〇　）

問題２ 【貨物自動車運送事業法】（運賃及び料金等の掲示等）

→（貨物自動車運送事業法第１１条）
（正）しなければならない。 （　×　）

問題３ 【貨物自動車運送事業法】（公衆の利便を阻害する行為の禁止等）

→（貨物自動車運送事業法第２６条第２項）
（　〇　）

問題４ 【貨物自動車運送事業法】（名義の利用等の禁止）

→（貨物自動車運送事業法第２８条第２項）
（　〇　）

一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験問題
（注意事項：設問の文中には、一部省略しているものもあります。）

実施日　 　　　　令和8年3月11日　　　    　 

申請者名（法人名）　　　　　　　　　　　　　　　

受験者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅰ．次の問題の文章で正しいものには〇を、誤っているものには×を（　　　)内に記入しなさい。

この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車
（三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。）を使用して貨物を運送する事業であっ
て、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金（個人（事業として又は事業のために運送
契約の当事者となる場合におけるものを除く。）を対象とするものに限る。）、運送約款そ
の他国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所において公衆
に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交
通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続
して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに
応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公
衆の閲覧に供するよう努めなければならない。

一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結
果を生ずるような競争をしてはならない。

一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問
わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名におい
て経営させてはならない。



問題５ 【貨物自動車運送事業法】（事業の譲渡し及び譲受け等）

→（貨物自動車運送事業法第３０条第１項）
（正）の認可を受けなければ （　×　）

問題６ 【貨物自動車運送事業法】（事業の休止及び廃止）

→（貨物自動車運送事業法第３２条）
（　〇　）

問題７ 【貨物自動車運送事業法】（許可の取消し等）

→（貨物自動車運送事業法第３３条）
（正）六月 （　×　）

問題８

→（貨物自動車運送事業法第６４条）
（　○　）

問題９

→（貨物自動車運送事業法施行規則第３条の６）
（　○　）

一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣に届け出なければ、そ
の効力を生じない。

一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三
十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業法若しくは同法に
基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは道路運送法第八十三条若しくは第九十五
条の規定若しくは同法第八十四条第一項の規定による処分又は許可若しくは認可に付し
た条件に違反したときは、一年以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の
当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は貨物
自動車運送事業法第三条の許可を取り消すことができる。

【貨物自動車運送事業法】（荷主の責務）

荷主は、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業
を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。

【貨物自動車運送事業法施行規則】（事業の遂行能力の審査）

国土交通大臣は、貨物自動車運送事業法第三条の規定による許可の申請が同法第六
条第三号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に
関して審査するものとする。
一　一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するために必要な資金に関する計画
二　健康保険法等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の支払能力
三　貨物の運送に関し支払うことのある損害賠償の支払能力
四　一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するために必要な法令に関する知識
五　前各号に掲げるもののほか、事業を適確に、かつ、継続して遂行するために必要な
　　 能力に関する事項



問題１０
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（一般貨物自動車運送事業者等による
輸送の安全にかかわる情報の公表）

→（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２条の８第２項）
（　○　）

問題１１ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（点検等のための施設）

→（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条の４）
（正）事業用自動車の使用の本拠ごと （　×　）

問題１２ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（点呼等）

→（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第４項）
（正）営業所、当該運転者の属する営業所に備えられた （　×　）

問題１３ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（適正な取引の確保）

→（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の４）
（　〇　）

問題１４ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（運行管理者等の選任）

→（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１８条第１項）
（正）三十 （　×　）

一般貨物自動車運送事業者等は、貨物自動車運送事業法第二十二条（同法第三十五
条第六項において準用する場合を含む。）、第二十七条又は第三十三条（同法第三十五
条第六項において準用する場合を含む。）の規定による処分（輸送の安全に係るものに
限る。）を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置
及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表し
なければならない。

貨物自動車運送事業者は、主たる事務所に、事業用自動車の点検及び清掃のための施
設を設けなければならない。

貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器（呼気に含まれるアルコールを検知する機
器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。）を運転者ごとに備え、
常時有効に保持するとともに、対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するも
のとして国土交通大臣が定める方法により、酒気帯びの有無について確認を行う場合に
は、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者のアルコール検知器を用いて
行わなければならない。

一般貨物自動車運送事業者等は、運送条件が明確でない運送の引受け、運送の直前若
しくは開始以降の運送条件の変更、荷主の都合による集貨地点等における待機又は運
送契約によらない附帯業務の実施に起因する運転者の過労運転又は過積載による運送
その他の輸送の安全を阻害する行為を防止するため、荷主と密接に連絡し、及び協力し
て、適正な取引の確保に努めなければならない。

一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車（被けん引自動車を除く。以下この項に
おいて同じ。）の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自
動車の数を五十で除して得た数（その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てる
ものとする。）に一を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。ただ
し、五両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が当該
事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行
の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、この限りでない。



問題１５ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（運行管理規程）

→（貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条）
（正）定めなければならない。 （　×　）

問題１６ 【自動車事故報告規則】（報告書の提出）

→（自動車事故報告規則第３条第１項）
（正）整備管理者 （　×　）

問題１７ 【道路運送法】（自動車に関する表示）

→（道路運送法第９５条）
（正）使用する者 （　×　）

問題１８ 【道路交通法】（交通事故の場合の措置）

→（道路交通法第７２条第１項）
（　○　）

問題１９ 【道路交通法】（使用者に対する通知）

→（道路交通法第１０８条の３４）
（　○　）

一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選
任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行
の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程を定めることができる。

旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者、特定第二種貨物利用運送事業者及
び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法第五十条に規定する運行管理者を選
任しなければならない自家用自動車の使用者は、その使用する自動車（自家用自動車
（自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。）にあつては、軽自動車、小型特殊自動
車及び二輪の小型自動車を除く。）について、自動車事故報告規則第二条各号の事故が
あった場合には、当該事故があった日から三十日以内に、当該事故ごとに自動車事故報
告書三通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

自動車（軽自動車たる自家用自動車、乗車定員十人以下の乗用の自家用自動車、特殊
自動車たる自家用自動車その他国土交通省令で定めるものを除く。）を所有する者は、
その自動車の外側に、使用者の氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事
項を見やすいように表示しなければならない。

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直
ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な
措置を講じなければならない。

車両等の運転者が道路交通法若しくは道路交通法に基づく命令の規定又は道路交通法
の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使
用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府令で定め
るところにより、当該車両等の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨
物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の
規定による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対
し、当該車両等の使用者がこれらの事業者以外の者であるときは当該車両等の使用者
に対し、当該違反の内容を通知するものとする。



問題２０ 【労働基準法】（解雇の予告）

→（労働基準法第２０条第１項）
（　○　）

問題２１
【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】
（貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等）

→（自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第４条第１項第３号）
（正）十五時間、十六時間 （　×　）

問題２２ 【労働安全衛生法】（健康診断）

→（労働安全衛生法第６６条第１項）
（　○　）

問題２３ 【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律】

→（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第1条）
（正）一般消費者 （　×　）

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をし
なければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払
わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不
可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、こ
の限りでない。

使用者は、貨物自動車運送事業（貨物自動車運送事業法第二条第一項の貨物自動車
運送事業をいう。）に従事する自動車運転者を使用する場合は、一日についての拘束時
間は、十三時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束
時間は十六時間とすること。ただし、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係
る一週間における運行が全て長距離貨物運送（一の運行（自動車運転者が所属する事
業場を出発してから当該事業場に帰着するまでをいう。）の走行距離が四百五十キロメー
トル以上の貨物運送をいう。）であり、かつ、一の運行における休息期間が、当該自動車
運転者の住所地以外の場所におけるものである場合においては、当該一週間について
二回に限り最大拘束時間を十八時間とすることができる。

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行
わなければならない。

この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力
の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当
な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争
を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準
を高め、以て、事業者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促
進することを目的とする。



問題２４ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（運行管理者の講習）

ア．死者若しくは重傷者（自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号又は
    第三号に掲げる傷害を受けた者をいう。）が生じた事故を引き起こした事
    業用自動車の運行を管理する営業所又は貨物自動車運送事業法第三十
　　三条（同法第三十五条第六項において準用する場合を含む。）の規定に
　　よる処分（輸送の安全に係るものに限る。）の原因となった違反行為が行
　　われた営業所において選任している者

（　○　）

イ．運行管理者として新たに選任した者 （　○　）

ウ．現にその法人の業務を執行する役員 （　×　）

→（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２３条）

（正）ウ．最後に国土交通大臣が認定する講習を受講した日の属する年度の
翌年度の末日を経過した者

問題２５ 【貨物自動車運送事業法】（事業改善の命令）

ア．運送約款を変更すること。 （　○　）

イ．自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること。 （　○　）

ウ．荷主との取引を停止すること。 （　×　）

→（貨物自動車運送事業法第２７条）
（正）ウ．は命令事項ではない。

問題２６ 【貨物自動車運送事業法施行規則】（運送約款の記載事項）

ア．貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 （　○　）

イ．積込み及び取卸しに関する事項 （　○　）

ウ．受取、引渡し及び保管に関する事項 （　○　）

→（貨物自動車運送事業法施行規則第１０条）

問題２７ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（事故の記録）

ア．運行管理者の氏名 （　×　）
イ．事故の概要（損害の程度を含む。） （　○　）

ウ．再発防止対策 （　○　）

→（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の２）

（正）ア．乗務員等

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、記録し、その
記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければなら
ないが、次のア～ウについて、記録する事項について、正しい事項には○を、誤っている
事項には×を（　）内に記入しなさい。

Ⅱ．次の問題の文章の指示に従って、質問に答えなさい。

一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、運行管理
者に国土交通大臣が告示で定める講習であって国土交通大臣の認定を受けたものを受
けさせなければならないが、次のア～ウについて、受けさせなければならない事項とし
て、正しい事項には○を、誤っている事項には×を（　）内に記入しなさい。

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため
必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し事業改善を命ずることが
できるが、次のア～ウについて、命ずることができる事項として、正しい事項には〇を、
誤っている事項には×を（　）内に記入しなさい。

一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければ
ならないが、次のア～ウについて、運送約款に記載しなければならない事項として、正し
い事項には○を、誤っている事項には×を（　）内に記入しなさい。



問題２８ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（運行管理者の業務）

ア．定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、
　　 これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。

（　〇　）

イ．事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離
　　 その他事業用自動車の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準
　　 を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をすること。

（　×　）

ウ．運転者等台帳を作成し、営業所に備え置くこと。 （　〇　）

→（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２０条）
（正）イ．は整備管理者が行うもの。

問題２９ 【貨物自動車運送事業報告規則】（事業報告書及び事業実績報告書）

１　事業報告書 （　ア　）

２　事業実績報告書 （　カ　）

→（貨物自動車運送事業報告規則第２条）

問題３０ 【自動車事故報告規則】（定義）

ア． 運転者又は特定自動運行保安員の疾病により、事業用自動車の運行を
　　　継続することができなくなったもの

（　〇　）

イ．高速自動車国道又は自動車専用道路において、二時間以上自動車の通
     行を禁止させたもの

（　×　）

ウ．自動車に積載されたコンテナが落下したもの （　〇　）

→（自動車事故報告規則第２条）
（正）三時間

自動車事故報告規則に定められている国土交通大臣への報告が必要な事故について、
次のア～ウのうち正しい事項には○を、誤っている事項には×を（　）内に記入しなさい。

次のア～ウについて、運行管理者の行わなければならない業務として、正しい事項には
○を、誤っている事項には×を（　）内に記入しなさい。

一般貨物自動車運送事業者は、次の１及び２の報告書を国土交通大臣又は主たる事務
所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならないが、その報告期間及び
提出時期をア～カから正しいものを1つ選び、（　）内に記入しなさい。

ア．毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後百日以内
イ．毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後毎年五月三十一日まで
ウ．毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後百二十日以内
エ．前年一月一日から前年十二月三十一日までの期間に係るものを毎年五月三十一日
     まで
オ．前年十月一日から九月三十日までの期間に係るものを毎年十二月三十一日まで
カ．前年四月一日から三月三十一日までの期間に係るものを毎年七月十日まで



受験者数 合格者数 合格率

令和8年3月 72 57 79.2%

｢一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験｣の

 令和８年３月の受験者数及び合格者数については 下記のとおり 


